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報告第１１号 

専決処分報告について 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、市長において令和８年５月

２５日に和解並びに損害賠償の額の決定について専決処分したので、同条

第２項の規定により報告する。 

  令和８年６月８日提出 

河内長野市長 西野 修平 

 

 

 

 

専決第５号 

和解並びに損害賠償の額の決定について、地方自治法第１８０条第１項

の規定により専決処分する。 

令和８年５月２５日 

河内長野市長 西野 修平 

和解並びに損害賠償の額の決定について 

 令和２年１１月６日午後３時３０分頃、美加の台第１放課後児童会にお

いて、ピーナッツアレルギーを持つ入会児童に対し、放課後児童会支援員

がおやつとしてピーナッツを含有するスナック菓子を誤って提供し、当該

児童にアナフィラキシーショックを発症させた事故について、次のとおり

和解し、損害賠償の額を決定する。 

１ 和解の主旨 
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   本件事故の責任割合について、市を１００％とし、市が損害賠償金

を支払い、円満に解決する。 

２ 損害賠償の額 

   金５９，２１０円 

３ 和解並びに損害賠償の相手方 

   河内長野市美加の台一丁目在住 Ａ  

    上記親権者法定代理人父 Ｂ 

    上記親権者法定代理人母 Ｃ 
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報告第１２号  

令和７年度河内長野市一般会計継続費繰越計算書の報告につ

いて  

 令和７年度河内長野市一般会計継続費繰越計算書を別紙のとおり調製

したので、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により報告する。  

  令和８年６月８日提出  

河内長野市長 西野 修平  
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継続費の 支 出 済 額 翌 年 度
左　　の　　財　　源　　内　　訳

事業名 前　年　度 及 び 残　　額 逓    次 特 定 財 源

総　　額 予算計上額
逓次繰越額

計 支 出 見 込 額 繰 越 額 繰越金
国府支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費
（ 仮 称 ） 南 花 台 中 央
公 園 整 備 事 業

3,248,107,000 505,871,000 1,088,326,000 1,594,197,000 1,055,741,300 538,455,700 538,455,700 181,521,700 248,434,000 108,500,000 0

令和７年度　河内長野市一般会計継続費繰越計算書

款 項

令和７年度継続費予算現額
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報告第１３号  

令和７年度河内長野市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告

について  

 令和７年度河内長野市一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり

調製したので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告する。 

  令和８年６月８日提出  

河内長野市長 西野 修平  
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未 収 入 特 定 財 源

国府支出金 地方債 その他

円 円 円 円 円 円 円

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費
地 方 税 統 一 QR コー ド （ eLQR ） 対 応
財 務 会 計 シ ス テ ム 改 修 事 業

2,310,000 2,310,000 0 0 2,000,000 0 310,000

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 食 料 品 等 物 価 高 騰 対 策 支 援 事 業 155,646,000 155,646,000 0 61,947,891 0 0 93,698,109

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 自 治 会 等 防 犯 対 策 補 助 事 業 28,154,000 28,154,000 0 11,205,434 0 0 16,948,566

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 バ ス 無 料 デ ー 実 施 事 業 42,396,000 42,396,000 0 16,873,821 0 0 25,522,179

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 高 齢 者 公 共 交 通 利 用 促 進 事 業 38,984,000 38,984,000 0 15,515,828 0 0 23,468,172

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 モ ッ ク ル Ｍ ａ ａ Ｓ 利 用 促 進 事 業 3,039,000 3,039,000 0 1,209,537 0 0 1,829,463

2 総 務 費 3
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

住 民 記 録 シ ス テ ム 改 修 事 業 1,688,000 1,687,400 0 1,687,000 0 0 400

2 総 務 費 3
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

戸 籍 情 報 シ ス テ ム 改 修 事 業 1,848,000 1,848,000 0 1,848,000 0 0 0

3 民 生 費 1 社 会 福 祉 推 進 費 生 活 困 窮 者 等 食 料 支 援 事 業 400,000 400,000 0 159,202 0 0 240,798

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費
こ ど も 習 い 事 ・ 体 験 チ ャ レ ン ジ
手 当 支 給 事 業

75,827,000 75,827,000 0 30,179,528 0 0 45,647,472

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 物価高対応子育て応援手当給付事業 40,493,000 10,605,000 3,503,377 7,101,623 0 0 0

令和７年度　河内長野市一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名 金 額 翌年度繰越額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

既収入特定財源 一般財源
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未 収 入 特 定 財 源

国府支出金 地方債 その他

款 項 事 業 名 金 額 翌年度繰越額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

既収入特定財源 一般財源

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 第 ２ 子 以 降 保 育 料 無 償 化 事 業 36,090,000 36,090,000 0 14,364,002 0 0 21,725,998

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費
第 ２ 子 以 降 保 育 料 無 償 化 に
係 る シ ス テ ム 改 修 事 業

10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 保 育 施 設 副 食 費 支 援 事 業 82,111,000 82,111,000 0 32,680,591 0 0 49,430,409

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 美 加 の 台 放 課 後 児 童 会 整 備 事 業 20,157,000 20,157,000 0 0 18,200,000 0 1,957,000

4 衛 生 費 1 保 健 衛 生 費 上 水 道 施 設 安 全 対 策 出 資 事 業 26,900,000 26,900,000 0 0 26,900,000 0 0

6 農 林 業 費 1 農 業 費 ふ る さ と 農 道 整 備 事 業 18,868,000 14,403,000 0 0 12,900,000 0 1,503,000

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 市 道 小 山 田 下 里 線 整 備 事 業 21,604,000 21,604,000 0 8,204,000 8,700,000 0 4,700,000

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 市 道 水 落 高 向 ２ 号 線 整 備 事 業 4,284,000 4,284,000 0 0 3,800,000 0 484,000

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 橋 梁 整 備 事 業 10,000,000 10,000,000 0 5,500,000 4,500,000 0 0

8 土 木 費 3 河 川 費 河 川 改 修 事 業 48,100,000 48,100,000 0 0 48,100,000 0 0

8 土 木 費 3 河 川 費 がけ地近接等危険住宅移転補助事業 6,282,000 6,282,000 0 4,711,000 0 0 1,571,000

9 消 防 費 1 消 防 費 避 難 所 環 境 改 善 事 業 45,500,000 45,500,000 0 22,750,000 0 0 22,750,000
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未 収 入 特 定 財 源

国府支出金 地方債 その他

款 項 事 業 名 金 額 翌年度繰越額

左　　の　　財　　源　　内　　訳

既収入特定財源 一般財源

9 消 防 費 1 消 防 費
大 阪 府 衛 星 無 線 （ 第 ３ 世 代 ）
等 再 整 備 事 業

6,311,000 6,311,000 0 0 6,300,000 0 11,000

10 教 育 費 2 小 学 校 費 市立千代田小学校プール裏擁壁改修事業 9,132,000 9,132,000 0 0 0 0 9,132,000

10 教 育 費 2 小 学 校 費 小学校大規模改造事業（トイレ整備） 200,164,000 200,164,000 0 31,004,000 168,400,000 0 760,000

10 教 育 費 3 中 学 校 費 中学校大規模改造事業（トイレ整備） 97,518,000 97,518,000 0 17,835,000 79,600,000 0 83,000

10 教 育 費 3 中 学 校 費
美 加 の 台 地 区 施 設 一 体 型
小 中 一 貫 教 育 推 進 校 整 備 事 業

914,100,000 914,100,000 0 57,060,000 846,800,000 0 10,240,000

10 教 育 費 5 保 健 体 育 費 学 校 給 食 支 援 事 業 57,968,000 57,968,000 0 23,071,556 0 0 34,896,444

10 教 育 費 5 保 健 体 育 費 新学校 給食セン ター整備 運営 事業 497,400,000 497,400,000 0 0 373,000,000 0 124,400,000

2,503,274,000 2,468,920,400 3,503,377 364,908,013 1,599,200,000 0 501,309,010合　　　　　　　　　計
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報告第１４号 

令和７年度河内長野市水道事業会計継続費繰越計算書の報告

について 

地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定により、別紙令和７年

度河内長野市水道事業会計継続費繰越計算書をもって、その使用に関する

計画についての報告を受けたので、報告する。 

令和８年６月８日提出 

河内長野市長 西野 修平 
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令 和 ７年 度 河 内 長 野 市 水 道 事 業 会 計 継 続 費 繰 越 計 算 書

予算計上額
前 年 度
逓次繰越額

計 企 業 債
一 般 会 計
繰 入 金

当 年 度
損 益 勘 定
留保資金等

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

１ 資 本 的
支 出

１建　設
　改良費

中央監視設備
更 新 工 事

685,000,000 257,000,000 0 257,000,000 0 257,000,000 257,000,000 155,000,000 0 102,000,000 0

１ 資 本 的
支 出

１建　設
　改良費

西之山配水場
更 新 工 事

2,760,000,000 54,000,000 0 54,000,000 0 54,000,000 54,000,000 0 26,900,000 27,100,000 0

残 額
翌 年 度
逓次繰越額

翌年度逓次繰越額
に係る財源内訳

翌年度逓次
繰越額に係
る繰越を要
するたな卸
資産の購入
限 度 額

款 項 事業名
継 続 費
の 総 額

令 和 ７ 年 度 継 続 費 予 算 現 額

支 払 義 務
発 生 額
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議案第３９号 

   河内長野市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 河内長野市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地

方税法第４２３条第３項の規定により、本市議会の同意を求める。 

令和８年６月８日提出 

河内長野市長 西野 修平 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    住  所   

氏  名   

生年月日   
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議案第４０号 

      河内長野市監査委員の選任について 

  河内長野市監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第１９６条

第１項の規定により、本市議会の同意を求める。 

令和８年６月８日提出 

                                    河内長野市長 西野 修平  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    住  所   

        氏  名   

        生年月日   
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議案第４１号 

河内長野市印鑑登録条例の改正について 

河内長野市印鑑登録条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和８年６月８日提出 

河内長野市長 西野 修平 

 

 

 

 

河内長野市条例第  号 

河内長野市印鑑登録条例の一部を改正する条例 

河内長野市印鑑登録条例（昭和５０年河内長野市条例第２０号）の一部

を次のように改正する。 

第４条第３項中「外国人住民」の次に「（漢字圏の外国人住民のうち本

国における公的な身分証明書において氏名に漢字が使用されない者を含む。

以下同じ。）」を加える。 

第１３条の２中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する

個人番号カード（」を「個人番号カード（行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第

２条第７項に規定する個人番号カードをいう。）、特定在留カード（出入国

管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）第１９条の１５の２第

１項に規定する特定在留カードをいう。）若しくは特定特別永住者証明書
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（日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に

関する特例法（平成３年法律第７１号）第１６条の２第１項に規定する特

定特別永住者証明書をいう。）（これらのうち、」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４２号 

   河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の改正について 

 河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。 

  令和８年６月８日提出 

                    河内長野市長 西野 修平  

 

 

 

 

河内長野市条例第  号 

   河内長野市滝畑地区環境整備基金条例の一部を改正する条例 

 河内長野市滝畑地区環境整備基金条例（平成７年河内長野市条例第２号）

の一部を次のように改正する。 

 第２条中「１４５,７００,０００円」を「１４１,２００,０００円」に

改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年７月３日から施行する。 
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議案第４３号 

河内長野市公園条例の改正について 

河内長野市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和８年６月８日提出 

河内長野市長 西野 修平  

 

 

 

 

河内長野市条例第  号 

河内長野市公園条例の一部を改正する条例 

河内長野市公園条例（昭和４２年河内長野市条例第３９号）の一部を次

のように改正する。 

第８条の２の見出し中「による管理」の次に「等」を加え、同条に次の

３項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、公園の管理運営上必要があると認

めるときは、公園の全部又は一部を管理運営することができる。 

３ 前項の規定により別表第２に掲げる有料施設（ゲートボール場を除く。）

を市長が管理運営する場合において、当該有料施設を使用しようとする

者は、別表第６に定める額を使用料として納付しなければならない。こ

の場合において、第２２条の２から第２２条の４までの規定は、適用し

ない。 

４ 第２項の規定により市長が公園の全部又は一部を管理運営する場合に
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おいて、この条例の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４４号 

河内長野市消防団員等公務災害補償条例の改正について 

 河内長野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

  令和８年６月８日提出 

                   河内長野市長 西野 修平 

 

 

 

 

河内長野市条例第  号 

河内長野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例 

 河内長野市消防団員等公務災害補償条例（昭和４２年河内長野市条例第

１１号）の一部を次のように改正する。 

第１８条中「３１５，０００円」を「３３０，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置) 

２ この条例による改正後の河内長野市消防団員等公務災害補償条例（以

下「新条例」という。）第１８条の規定は、令和８年４月１日（以下「適

用日」という。）以後に支給すべき事由の生じた河内長野市消防団員等
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公務災害補償条例第４条第７号に規定する葬祭補償（以下「葬祭補償」

という。）について適用し、適用日前に支給すべき事由の生じた葬祭補

償については、なお従前の例による。 

３ 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この条例に

よる改正前の河内長野市消防団員等公務災害補償条例（以下「旧条例」

という。）第１８条の規定による金額により支給されたもの又は旧条例

附則第６条の規定による金額により支給されたもの（その額が６６万円

未満であるものに限る。）の支払は、新条例第１８条の規定による金額

により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。 
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議案第４５号 

新学校給食センター整備運営事業設計・建設業務請負変更契

約の締結について 

新学校給食センター整備運営事業設計・建設業務請負契約について、次

のとおり変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、本市議会の議決を求め

る。 

  令和８年６月８日提出 

河内長野市長 西野 修平 

 

 

 

 

１ 契約目的 

   新学校給食センター整備運営事業設計・建設業務 

２ 業務内容 

   設計業務、建設工事一式、工事監理業務など 

３ 契約方法 

   公募型プロポーザルによる随意契約 

４ 契約金額 

   変更前 金３，９７１，０００，０００円 

   変更後 金４，０２８，４６４，９５０円 

５ 契約相手方 
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①株式会社相和技術研究所 

本店所在地 東京都品川区上大崎二丁目１８番１号 

代表者   代表取締役 平野 尚久 

②フジタ・木谷特定建設工事共同企業体 

代表企業  株式会社フジタ 

本店所在地 東京都渋谷区千駄ケ谷四丁目２５番２号 

代表者   代表取締役 奥村 洋治 

構成企業  株式会社木谷工務店 

本店所在地 大阪府河内長野市三日市町１３７番地 

代表者   代表取締役 田井 英幹 
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議案第４６号 

赤峰産業用地土地区画整理事業等包括業務委託変更契約の締

結について 

赤峰産業用地土地区画整理事業等包括業務委託契約について、次のとお

り変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定により、本市議会の議決を求める。 

   令和８年６月８日提出 

河内長野市長 西野 修平 

 

 

 

 

１ 契約目的 

赤峰産業用地土地区画整理事業等包括業務 

２ 契約内容 

区画整理事業等関連業務 一式 

測量業務 一式 

調査設計業務 一式 

施行認可申請に係る業務 一式 

工事関連業務 一式 

その他付随する業務 一式 

３ 契約方法 

随意契約 
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４ 契約金額 

変更前 金１，３３１，４４５，５００円 

変更後 金１，２５１，１４２，２００円 

５ 契約の相手方 

河内長野市楠町東１７５２番地の１ 

 ホクシン建設株式会社 

  代表取締役 北原 新作 

-23-



 

議案第４７号 

   財産処分についての議決事項の一部変更について 

 令和６年１２月河内長野市議会定例会において議決を得た議案第７９号

「財産処分について」の議決事項の一部を次のとおり変更することについ

て、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３

条の規定により、本市議会の議決を求める。 

  令和８年６月８日提出 

                    河内長野市長 西野 修平 

 

 

 

 

１ 処分する土地    

河内長野市赤峰産業用地土地区画整理事業施行地区区域（河内長野

市小山田町３７９番 1、３７９番３、３７９番６、３７９番８、３７

９番９、３８１番５、３８１番７、３８１番８、３８１番１０及び

３８１番１１並びに河内長野市上原町８１１番２、８１１番５、８

１１番６、８１１番７、８１２番２、８１２番３、８１２番４、８

１２番５、８１２番６、８１２番７、８１３番１、８１３番２、８

１３番３及び９２３番２９）の一部 

２ 地目 

宅地ほか 

３ 地積 
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変更前 

①１２，０３１．７８平方メートル 

②２，６７７．９８平方メートル 

③３，２０３．０３平方メートル 

④１４，５７５．７６平方メートル 

⑤３，２０１．６７平方メートル 

全区画合計：３５，６９０．２２平方メートル 

変更後 

①１２，０３１．７２平方メートル 

②２，６７７．１９平方メートル 

③３，２０２．３９平方メートル 

④１４，５７６．２９平方メートル 

⑤３，２０１．５９平方メートル 

全区画合計：３５，６８９．１８平方メートル 

４ 予定価格 

変更前 

①９０２，３８３，５００円 

②１７８，０８５，６７０円 

③２１３，００１，４９５円 

④１，０７１，３１８，３６０円 

⑤１７４，４９１，０１５円 

全区画合計：２，５３９，２８０，０４０円 

変更後 
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①９０３，２８１，０００円 

 （内訳）土地売却価格：９０２，３７９，０００円  

水道事業分担金相当額：９０２，０００円 

②１７８，１６５，１３５円 

（内訳）土地売却価格：１７８，０３３，１３５円  

水道事業分担金相当額：１３２，０００円 

③２１３，０９０，９３５円 

（内訳）土地売却価格：２１２，９５８，９３５円  

水道事業分担金相当額：１３２，０００円 

④１，０７２，２５９，３１５円 

（内訳）土地売却価格：１，０７１，３５７，３１５円  

水道事業分担金相当額：９０２，０００円 

⑤１７５，３８８，６５５円 

 （内訳）土地売却価格：１７４，４８６，６５５円  

水道事業分担金相当額：９０２，０００円 

全区画合計：２，５４２，１８５，０４０円 

（内訳）土地売却価格：２，５３９，２１５，０４０円  

水道事業分担金相当額：２，９７０，０００円 

５ 処分の相手方 

①河内長野市寿町６番２５号 

ＴＯＮＥ株式会社 代表取締役 矢野 大司郎 

②富田林市川面町二丁目２－３９ 

株式会社日越工業 代表取締役 白石 洋文 
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③河内長野市上原西町６番１号 

株式会社瑞穂工作所 代表取締役 荒木 伸規 

④河内長野市楠町東１６１５番地 

モリ工業株式会社 代表取締役 森 宏明 

⑤河内長野市本町１１番１６号 

カネ増製菓株式会社 代表取締役 中谷 陽一 

６ 用途指定 

工場等の産業用地 

７ 特約事項 

  変更前 

土地の引渡しがあった日から１０年間、（仮称）赤峰産業用地立地企

業エントリー募集要領及び（仮称）赤峰産業用地応募申込書に基づい

た用途に従って自らが使用すること並びに所有権移転の禁止を契約義

務とし、義務を履行しない場合は違約金を徴するとともに、民法第５

８０条に定める上限までの期間、買い戻すことができる買戻し特約を

付す。 

変更後 

土地の引渡しがあった日から１０年間、（仮称）赤峰産業用地立地企

業エントリー募集要領及び（仮称）赤峰産業用地応募申込書に基づい

た用途に従って自らが使用すること並びに所有権移転の禁止を契約義

務とし、義務を履行しない場合は違約金を徴するとともに、民法第５

８０条に定める上限までの期間、買い戻すことができる買戻し特約を

付すほか、買受人は、河内長野市水道事業分担金徴収条例（昭和４５

-27-



 

年河内長野市条例第２８号）に基づく水道事業分担金に相当する額を

本市に対し支払うものとする。 
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議案第４８号 

大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴

う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、大阪広域水道企業団の共同

処理する事務に泉大津市、箕面市及び門真市に係る水道事業の経営に関す

る事務を追加すること並びにこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に

ついて、関係市町村と協議するため、同法第２９０条の規定により本市議

会の議決を求める。 

  令和８年６月８日提出 

河内長野市長 西野 修平  

 

 

 

 

大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約（案） 

 大阪広域水道企業団規約（平成２２年１１月２日大阪府知事許可）の一

部を次のように変更する。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第３条関係） 

岸和田市、泉大津市、八尾市、富田林市、箕面市、柏原市、門真市、高

石市、藤井寺市、泉南市、四條畷市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、能

勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村 

附 則 
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この規約は、令和９年４月１日から施行する。 
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議案第４９号 

大阪府後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議につ

いて 

 地方自治法第２９１条の３第１項及び第３項の規定により、大阪府後期

高齢者医療広域連合規約を次のとおり変更することについて関係市町村と

協議するため、同法第２９１条の１１の規定により本市議会の議決を求め

る。 

  令和８年６月８日提出 

                   河内長野市長 西野 修平 

 

 

 

大阪府後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約（案） 

大阪府後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年１月１７日大阪府指令

市第３２０５号）の一部を次のように変更する。 

第１７条第１項第４号中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基

盤・診療報酬審査支払機構」に改める。 

   附 則 

 この規約は、令和８年１０月１日から施行する。 
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